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令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見 

について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び同法第 22 条第 1 項の規

定により審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて審査したので、別紙のとおりその意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について 

 

第１ 審査の概要 

１ 審査の対象 

令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び公営企業会計決算（以下「令和２年度決算」と

いう。）に基づき算定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」と

いう。）第 3 条で定める実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率（以

下「健全化判断比率」という。）及び同法第 22条で定める資金不足比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

  令和３年８月３日から令和３年８月１１日まで 

 

３ 審査の方法 

  審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が関係法令に準拠し適正に算定されているかを検証するために、関係書

類との照合を行うなどにより審査を実施した。 

 

第 2 審査の結果等 

 １ 審査の結果 

審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、関係法令等に準

拠して算定されており、その算定の基礎となる事項を記載した書類も適正に作成されているもの

と認められた。 

 なお、健全化判断比率等については、次表のとおりである。 

（１）健全化判断比率 

 令和２年度決算 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率         - （%） 13.52（%） 20.00（%） 

連結実質赤字比率      - （%） 18.52（%） 30.00（%） 

実質公債費比率     14.6（%） 25.00（%） 35.00（%） 

将来負担比率     122.3（%） 350.0（%）  

（２）資金不足比率 

 令和２年度決算 経営健全化基準 

法
適
用
企
業 

水道事業会計 －（%） 20.0（%） 

病院事業会計 －（%） 20.0（%） 

法
非
適
用
企
業 

農 業 集 落 排 水 事 業 特   

別会計 
－（%） 20.0（%） 

下水道事業特別会計 －（%） 20.0（%） 
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 ２ 健全化判断比率等の状況 

 

（１）実質赤字比率について 

   本市において、この比率の対象となるのは、一般会計のみ 1 会計であり、その実質収支額

の合計は 258,695 千円の黒字で、実質赤字比率は「－」で表示されている。 

 

（２）資金不足比率について 

次表の 2 法適用企業及び 2 法非適用企業すべてにおいて資金剰余の状態にある。 

（単位：千円） 

法適用企業 法非適用企業 

会計名 資金剰余額 会計名 資金剰余額 

水道事業会計 373,717  農業集落排水事業特別会計 10,357  

病院事業会計 218,669  下水道事業特別会計 11,207  

    

（３）連結実質赤字比率について 

   一般会計等及び公営事業会計を対象に算定した連結実質赤字比率は、連結実質収支額が黒

字となり、本年度は「－」で表示されている。 

この比率の算定に用いる連結実質収支額は、（１）の実質収支額に（２）の資金剰余（不足）

額を加え、さらに、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の 3 特別会計の実質収支額を

加え算出され、955,812 千円の黒字となっている。 

 

（４）実質公債費比率について 

  平成 30 年度から令和２年度までの 3 か年平均である実質公債費比率は 14.6％（前年度 

15.1%）であり、早期健全化基準（25.0%）を下回っている。 

なお、地方財政法第 5 条の４第 1 項第 2 号の規定により、実質公債費比率が 18%以上の市

町村が地方債を発行しようとする場合などにおいては、地方債についての関与の特例として

知事の許可を受けなければならないとされている。 

 

（５）将来負担比率について 

   将来負担比率は、122.3%（前年度 133.8%）で、早期健全化基準（350.0%）を下回ってい

る。 
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 ３ 総括 

   

   令和２年度決算に基づき算定された健全化判断比率は早期健全化基準を、公営企業会計に

係る資金不足比率は経営健全化基準をそれぞれ下回った。 

   病院事業会計については、IQ（医療の質の向上）委員会による収益改善及び「深川市立病院

新改革プラン」を基に、病院全体で経営の改善と経費縮減に努めている。 

   また、新型コロナウイルス感染症の影響で外来・入院者数の減少による収益の減少はあった

ものの、感染病床確保促進事業を始めとする各種補助金の交付により、27,089 千円の純利益

が生じた。 

   資金不足額に関しては、経営改善の取り組みに加え、新型コロナウイルス感染症関係補助金

の効果により発生していない。 

今後においても、北空知医療圏域の人口減少、医師不足と厳しい条件の中、病院事業は本市

の財政運営に多大な影響を及ぼすものであることから、引き続き良質な医療サービスの提供

による収益の確保や経費の削減を積み重ね、その経営の改善に向けて、なお一層の工夫と努

力を要望するものである。 

 

 


